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７ 実施目標・達成目標一覧 

H28 H29 H30 H31 H32

（１）飲用井戸利用者への啓発

③各市で把握している飲用井戸所有者への啓発（1回）

④ＨＰ、チラシ等での啓発　随時

①簡易水質検査(パックテスト)の実施

（３）安全な飲用水の確保 ①広報紙等による水道への切り替え啓発（２回）

②基準超過飲用井戸所有者等に対する指導(100％)

（１）適正な肥培管理の推進

　ア　環境保全型農業推進協議会の開催（年１回）　

　イ　島原半島施肥改善推進協議会の開催　（年１回）

　エ　環境負荷低減技術に関する資料集の作成(500冊)　

　オ　窒素負荷低減啓発ﾊﾟﾝﾌﾚｯﾄの配布(20,000枚)　

　カ　肥培管理実態調査　（１０作物）

（２）窒素負荷低減に係る施肥技術の確立

４　畜産対策

（１）家畜排せつ物の適正管理の推進

（２）良質堆肥の生産と広域流通の推進 ①資源循環型畜産確立推進指導協議会の開催（年１回）　

②耕畜連携のための啓発研修会　（年２回）

③堆肥流通実態調査（年１回）

④広域流通組織等増加数（５組織　Ｈ３２年度累計）　

（３）その他関連する技術開発

５　生活排水・事業場等排水対策

①事業場等の排水検査実施率（１００％）

②生活排水対策に関する情報提供（県ＨＰ等）

　ウ　窒素負荷重点品目を対象とした適正施肥に関する
研修会の開催（年５回）

①化学肥料５割削減による窒素負荷低減技術開発に係
る試験の実施（２課題）

①現地調査及び指導　（年間延べ100戸）

③生活排水対策に係る啓発　

①家畜への飼料栄養調整による排せつ物の成分・性状
試験の実施（１課題）

（１）処理率の向上

（２）住民参加の推進 ①啓発用パンフレット作成・配布（H２８年度）＊全世帯

２　飲用井戸水の安全確保

①飲用井戸衛生対策連絡会議の開催（１回）

②広報紙等による啓発（２回）

３　施肥対策　

　イ　要経過観察井戸（２～３年ごと）

①環境保全型農業の推進及び県施肥基準に基づく肥培
管理の徹底

第２期島原半島窒素負荷低減計画（改訂版）　［実施目標］　

（１）安全な水質の確保

（２）安全な水質の確保

　ア　新規発見井戸（発見の都度）　

期　　　間

実施年度

①水質検査の完全実施（１００％）

具体的な取り組み項　　　目

１　水道水の安全確保
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H28 H29 H30 H31 H32

◎ ◎ ◎ ◎ ◎

（１）飲用井戸利用者への啓発 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

①基準超過飲用井戸の飲用中止指導（１００％） ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

（３）安全な飲用水の確保 ◎

（１）適正な肥培管理の推進

　ア　特別栽培実施面積（５５０ha）　　 ◎

　イ　緑肥（カバークロップ）植栽面積（２００ha）　　 ◎

　ウ　基準内作物数の割合（１００％） 　 ◎

（２）窒素負荷低減に係る施肥技術の確立 ①窒素負荷低減技術の現地普及作物数（４作物） ◎

②窒素負荷低減技術の確立作物数（４作物） ◎

４　畜産対策

（１）家畜排せつ物の適正管理の推進 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

（２）良質堆肥の生産と広域流通の推進 ①堆肥供給システム参加農家割合（３５％） ◎

◎ ◎ ◎ ◎ ◎

（３）その他関連する技術開発 ◎

５　生活排水・事業場等排水対策

①汚水処理人口普及率（Ｈ３２年度　  ６３．８％）　（注） ◎

　 ◎ ◎ ◎ ◎ ◎

（注）H２８年度策定に向け長崎県汚水処理構想を見直しており、６３．８％は変更の見込み

②事業場等の排水基準適合率（１００％）

３　施肥対策　

①環境保全型農業の推進及び県施肥基準に基づく肥培
管理の徹底

①不適切な管理農家戸数（０戸）＊法対象農家

②島原半島域外への堆肥搬出量
（H28…7,700ｔ、H29…8,400ｔ、H30…9,100ｔ、
H31…9,800ｔ、H32…10,500ｔ）

①家畜ふん尿中窒素排出量低減技術の開発（１成果報
告書）

（１）処理率の向上

（１）安全な水質の確保 ①浄水の水質基準達成（１００％）

２　飲用井戸水の安全確保

①飲用井戸の個別台帳の更新（１００％）

（２）安全な水質の確保

①水道普及率の向上（H32年度　９７.４%）

第２期島原半島窒素負荷低減計画（改訂版）　［達成目標］

◎目標年度

項　　　目 具体的な取り組み
期　　　間

１　水道水の安全確保
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８ 島原半島窒素負荷低減対策会議設置要綱 
 

島原半島窒素負荷低減対策会議設置要綱 
                                
（名称） 
第１条 本会議は、島原半島窒素負荷低減対策会議（以下「会議」という。）と称する。 
 
（目的） 
第２条 会議は、島原半島地域における窒素負荷低減対策等について協議を行い、総合   

的な対策を講じることを目的とする。 
 
（組織） 
第３条 会議は、議長及び委員をもって組織する。 
  ２ 議長は、長崎県副知事をもって充てる。 
  ３ 委員は、別表１に掲げる者をもって充てる。 
  ４ 議長は、委員以外の者を会議に参加させることができる。 
  ５ 会議での協議事項を詳細に調査検討するため、幹事会を設置する。 
 
（議長等の職務） 
第４条 議長は、会議を招集し、これを主宰する。 
 
（幹事会） 
第５条 幹事会は、幹事長及び幹事をもって組織する。 
  ２ 幹事長は、長崎県環境部次長をもって充てる。 
  ３ 幹事は、別表２に掲げる所属の長または所属長が指名した者をもって充てる。 
  ４ 幹事長は、必要に応じてその他の者を幹事とすることができる。 
  ５ 幹事長は、幹事会を招集し、これを主宰する。 
  ６ 幹事長は、幹事会での協議事項に応じて、必要な幹事を招集することができる。 
  ７ 幹事長に事故あるときは、幹事長が指名する幹事がその職務を代理する。 
 
（協議事項） 
第６条 会議は、次の各号に掲げる事項について協議する。 
   一 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素（以下「硝酸性窒素等」という。）に関する調

査の実施に関すること。 
   二 窒素負荷低減計画の策定に関すること。 
   三 窒素負荷低減計画の実践及び進行管理に関すること。 
   四 その他硝酸性窒素等の問題に関すること。 
 
（事務局） 
第７条 会議に関する事務を処理するため、会議に事務局を置く。 
  ２ 事務局は、長崎県環境部環境政策課に置く。 
 
（雑則） 
第８条 この規定に定めるもののほか、会議の運営その他必要な事項は、別に定める。 
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  附 則 
    この規定は、平成１７年１０月２８日から施行する。 
  附 則 
    この規定は、平成１８年４月１日から施行する。 

附 則 
    この規定は、平成１９年４月１日から施行する。 

  附 則 
    この規定は、平成２０年４月１日から施行する。 
  附 則 
    この規定は、平成２１年４月１日から施行する。 

附 則 
    この規定は、平成２２年４月１日から施行する。 

附 則 
    この規定は、平成２３年４月１日から施行する。 

附 則 
    この規定は、平成２４年４月１日から施行する。 

附 則 
    この規定は、平成２５年４月１日から施行する。 

附 則 
    この規定は、平成２６年４月１日から施行する。 

附 則 
    この規定は、平成２８年１月１８日から施行する。 
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島原半島窒素負荷低減対策会議構成員 

                  

（別表１） 

委員 

 部   署   職 

環境部 部長 本庁 

農林部 部長 

島原振興局 局長 

県南保健所 所長 

島原振興局 農林水産部 副部長 

地方 

機関 

県南家畜保健衛生所 所長 

環境保健研究センター 所長 

農林技術開発センター 所長 

県 

試験 

研究 

機関 農林技術開発センター 畜産研究部門 部門長 

島原市 市長 

雲仙市 市長 

地元自治体 

 

 南島原市 市長 

長崎県農業協同組合中央会 専務理事 

全国農業協同組合連合会長崎県本部 本部長 

島原雲仙農業協同組合 組合長 

一般社団法人長崎県畜産協会 会長 

開拓ながさき農業協同組合 組合長 

長崎県酪農業協同組合連合会 会長 

長崎県養豚協会 会長 

事業者団体 

長崎県養鶏協会 会長 

長崎国際大学薬学部製剤学研究室 
副学長 
教授 

中島 憲一郎 学識経験者 

長崎大学大学院水産・環境科学総合研究科 教授 中川 啓 
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島原半島窒素負荷低減対策会議 幹事会構成 

 

（別表２） 

 所   属 

環境部     環境政策課 

〃      水環境対策課 

〃      廃棄物対策課 

産業労働部   グリーンニューディール推進室 

水産部     漁港漁場課 

農林部          農業経営課 

〃            農産園芸課 

本庁 

〃      畜産課 

島原振興局管理部 

 〃  農林水産部   農業企画課 

〃  農林水産部  島原地域普及課 

県南保健所 

地方機関 

県南家畜保健衛生所 

環境保健研究センター 

農林技術開発センター 環境研究部門 

 県 

試験研究 

機関 

農林技術開発センター 畜産研究部門 

島原市 

雲仙市 

 

地元自治体 

南島原市 

長崎県農業協同組合中央会 農業振興部 

全国農業協同組合連合会長崎県本部 園芸部 

〃         肥料農薬部 

〃           畜産部 

島原雲仙農業協同組合 

一般社団法人長崎県畜産協会 

開拓ながさき農業協同組合 

長崎県酪農業協同組合連合会 

長崎県養豚協会 

事業者団体 

長崎県養鶏協会 

 



92 
 

 

 

９ 第２期島原半島窒素負荷低減計画（改訂版）策定の経過 
 

 

平成２７年６月２日  Ｈ２７年度第１回対策会議 

・第２期低減計画の対策の検証・評価と改訂方針の承認 

 

平成２７年９月１６日  Ｈ２７年度第１回担当者会議 

・第２期低減計画の対策の見直し方針の検討 

 

平成２７年１２月１５日  Ｈ２７年度第２回担当者会議 

・第２期低減計画の改訂案の検討 

 

平成２８年２月１６日  Ｈ２７年度第１回幹事会 

・第２期低減計画の改訂案を協議 

 

平成２８年３月２９日   

 ・第２期低減計画（改訂版）の決定 
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